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都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
		

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
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…
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…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
		

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
…
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…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
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工
部
地
域
産
業
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課
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○
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規
模
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売
店
舗
立
地
法
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基
づ
く
意
見
の
概
要
…
…（
同
）…
	�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
八
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
小
川
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

小
川
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
令
和
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

小
平
市
小
川
西
町
四
丁
目
及
び
小
川
東
町
一
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

小
平
市
小
川
西
町
四
丁
目
十
四
番
二
十
七
号
Ｎ
Ｍ
Ｃ
ビ
ル
二
階

令
和
二
年
四
月
十
七
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
六
月
五
日

告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
一
選
挙
区
支
部
、
自
由
民
主
党
東

京
都
第
五
選
挙
区
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
一
選
挙
区
支
部
、

自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
四
選
挙
区
支
部
、
立
憲
民
主
党
東
京
都

第
１
９
区
総
支
部
、
自
由
民
主
党
東
京
都
新
宿
区
第
二
十
六
支
部
、

日
本
共
産
党
北
多
摩
北
部
地
区
委
員
会
、
誠
心
会
、
若
宮
け
ん
じ
後

援
会
、
中
山
信
行
政
策
研
究
会
、
東
京
都
中
野
区
歯
科
医
師
連
盟
、

東
京
都
警
備
業
連
盟
、
古
田
ひ
ろ
き
後
援
会
及
び
三
菱
重
工
グ
ル
ー

プ
労
連
政
治
活
動
委
員
会
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の

要
旨
（
令
和
四
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
第
一
選
挙
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「６２
,３２８
,０７７

」
を
「６１

,８２８
,０７７

」
に
、
「５６

,２８４
,２５９

」
を

「５５,７８４,２５９

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「５４
,００８
,２００

」
を
「５５

,３３２
,８２０

」
に
、
「８

,３１９
,８７７

」
を

「６,４９５,２５７

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「２４
,８９０
,８１３

」
を
「２４

,３９０
,８１３

」
に
、
「１７

,３７０
,０００

」
を

「１６,８７０,０００

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「１３
,８９３
,３７５

」
を
「１５

,２１７
,９９５

」
に
、
「７

,４９３
,９３０

」
を

「８,８１８,５５０

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超

え
る
も
の
）
の
項
中

「

日
本
公
認
会
計
士
政
治
連

盟
１,０００,０００

千
代
田
区

」
を
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「

日
本
公
認
会
計
士
政
治
連

盟
５００,０００

千
代
田
区

」
に

改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
第
五
選
挙
区
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「６９
,３１２
,０７０

」
を
「６９

,８１２
,０７０

」
に
、
「５１

,７１５
,０００

」
を

「５２,２１５,０００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「１９,３２４,６２６

」
を
「１９,８２４,６２６

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「２２

,８３０
,０００

」
を
「２３

,３３０
,０００

」
に
、

「１９,１１０,０００

」
を
「１９,６１０,０００
」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳

（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中

「

吉
川

進
１００,０００

目
黒
区

」
を

「

吉
川

進

桑
内

清
啓

１００,０００

５００ ,０００

目
黒
区

墨
田
区

」
に

改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
第
十
一
選
挙
区
支
部
の
部
５
寄
附
の
内
訳

（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中
「全

日
本
不
動
産
政
治
連

盟
東
京
都
本
部

」
を
「全

日
本
不
動
産
政
治
連
盟

」
に
改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
第
二
十
四
選
挙
区
支
部
の
部
２
支
出
総
額
の

項
中
「８１,５５０,２５６

」
を
「８４,５５０,２５６

」
に
、
「１３０,２３８,５１６

」
を

「１２７,２３８,５１６

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「４６
,９０２
,９４１

」
を
「４９

,９０２
,９４１

」
に
、
「１０

,４２０
,０００

」
を

「１３,４２０,０００

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を

超
え
る
も
の
）
の
項
中

「

東
京
都
宅
建
政
治
連
盟

東
京
都
宅
建
政
治
連
盟
八

王
子
支
部

全
国
宅
建
政
治
連
盟

５００,０００

２００ ,０００

１００ ,０００

千
代
田
区

八
王
子
市

千
代
田
区

」
を

「

東
京
都
宅
建
政
治
連
盟

東
京
都
宅
建
政
治
連
盟
八

王
子
支
部

６００,０００

２００,０００

千
代
田
区

八
王
子
市

」
に

改
め
る
。

立
憲
民
主
党
東
京
都
第
１
９
区
総
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「３１
,３３６
,２６５

」
を
「３１

,９３６
,２６５

」
に
、
「２４

,９６５
,２００

」
を

「２５,５６５,２００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「６,８７４,５０４

」
を
「７,４７４,５０４

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内

訳
の
項
中
「７,１３５,２００

」
を
「７,７３５,２００

」
に
、

「

法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附

３,０００,０００

」
を

「

法
人
そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
寄
附

政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

３,０００,０００

６００,０００

」
に

改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項

中「
ワ
ー
ル
ド
メ
イ
ト

３,０００,０００
静
岡
県
伊
豆

の
国
市

」
を

「

ワ
ー
ル
ド
メ
イ
ト

（
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附
）

Ｔ
Ｋ
Ｃ
全
国
政
経
研
究
会

Ｔ
Ｋ
Ｃ
西
東
京
山
梨
政
経

研
究
会

３,０００,０００

（
金
額
）円

４００,０００

２００,０００

静
岡
県
伊
豆

の
国
市

（
事
務
所
の
所

在
地
）

新
宿
区

八
王
子
市

」
に

改
め
る
。

自
由
民
主
党
東
京
都
新
宿
区
第
二
十
六
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「４７６

,７７６

」
を
「５０６

,７７６

」
に
、
「２９６

,４００

」
を

「３２６,４００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「３５８,９１２

」
を

「３８８,９１２

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「

そ
の
他
の
収
入

１
件

１
０
万
円
未
満
の
も
の

１
件

１
０
万
円
以
上
の
も
の

預
り
金

２３０,０００

３０,０００

２００,０００

２００,０００

」
を

「

そ
の
他
の
収
入

１
件

１
０
万
円
以
上
の
も
の

預
り
金

２６０,０００

２６０,０００

２６０,０００

」
に

改
め
る
。

日
本
共
産
党
北
多
摩
北
部
地
区
委
員
会
の
部
６
資
産
の
内
訳
の
項

中「

２８０㎡
１３,０００,０００

」
を

「

２８０㎡

（
所
在
）

清
瀬
市

（
床
面
積
）

１００㎡

１３,０００,０００

（
取
得
年
月
日
）

昭
和
３
７
年

４
月

１
日

（
取
得
の
価
格
）円

１,２００,０００

」
に

改
め
る
。

誠
心
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「１４,６６４,２４６

」
を

「１４,７０４,８３６

」
に
、
「１２,６４４,０００

」
を
「１２,６８４,５９０

」
に
改
め
、

同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「２,３６０,７４８

」
を
「２,４０１,３３８

」
に
改
め
、

同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「

個
人
か
ら
の
寄
附

１２,６４４,０００

」
を

「

個
人
か
ら
の
寄
附

そ
の
他
の
収
入

１
件

１
０
万
円
未
満
の
も
の

１２,６４４,０００

４０,５９０

４０,５９０

」
に

改
め
、
同
部
６
資
産
の
内
訳
の
項
を
削
る
。

若
宮
け
ん
じ
後
援
会
の
部
６
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
の
対
価
に
係
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る
収
入
の
内
訳
の
項
中

「若
宮
け
ん
じ
と
新
時
代
を
創
る
会

」
を

（
支
払
者
）

（
法
人
そ
の
他
の
団
体

か
ら
の
対
価
の
支

払
）

日
本
電
算
株
式
会
社

（
金
額
）円

１,５００,０００

（
事
務
所
の
所

在
地
）

品
川
区

「若
宮
け
ん
じ
と
新
時
代
を
創
る
会

」
に

（
支
払
者
）

（
法
人
そ
の
他
の
団
体

か
ら
の
対
価
の
支

払
）

日
本
電
算
株
式
会
社

丸
善
機
械
株
式
会
社

（
金
額
）円

１,５００,０００

５００,０００

（
事
務
所
の
所

在
地
）

品
川
区

墨
田
区

改
め
る
。

中
山
信
行
政
策
研
究
会
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中
「８,６４８,１４２
」

を
「８,６９８,１４２

」
に
、
「８,４９４,２６３

」
を
「８,５４４,２６３

」
に
改
め
、

同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「１０４,８５９

」
を
「１５４,８５９

」
に
改
め
、

同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中
「６,９９１,１５８

」
を
「７,０４１,１５８

」

に
、
「６,８３３,１５８

」
を
「６,８８３,１５８

」
に
改
め
る
。

東
京
都
中
野
区
歯
科
医
師
連
盟
の
部
１
収
入
総
額
の
項
中

「７
,２０８

,９８５

」
を
「５

,３３８
,０１６

」
に
、
「３

,８００
,０６９

」
を

「１,９２９,１００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「１,１３３,１９８

」

を
「１,１７８,５５０

」
に
、
「６,０７５,７８７

」
を
「４,１５９,４６６

」
に
改
め
、

同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中
「３,１９６,９６９

」
を
「１,３２６,０００

」

に
、
「１
１
３
人

」
を
「１

１
１
人

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内

訳
の
項
中
「９６３

,１９８

」
を
「１

,００８
,５５０

」
に
、
「５８

,０９８

」
を

「１０３,４５０

」
に
改
め
る
。

東
京
都
警
備
業
連
盟
の
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「２,０３５,９１３

」
を

「２,０７５,９１３

」
に
、
「２２０,０９２

」
を
「１８０,０９２

」
に
改
め
、
同
部

４
支
出
の
内
訳
の
項
中
「５７８,１２５

」
を
「６１８,１２５

」
に
、

「３８６,１０９

」
を
「４２６,１０９

」
に
改
め
る
。

古
田
ひ
ろ
き
後
援
会
の
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「２５５,３０５

」
を

「２４４,６４５

」
に
、
「８３,５６４

」
を
「９４,２２４

」
に
改
め
、
同
部
４
支

出
の
内
訳
の
項
中
「１２６,４５０

」
を
「１１５,７９０

」
に
、
「６３,０００

」

を
「５３,０００

」
に
、
「６３,４５０

」
を
「６２,７９０

」
に
改
め
る
。

三
菱
重
工
グ
ル
ー
プ
労
連
政
治
活
動
委
員
会
の
部
１
収
入
総
額
の

項
中
「１１,２５６,７９１

」
を
「１１,４０６,７９１

」
に
、
「１０,２５３,６７５

」
を

「１０,４０３,６７５

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中
「８５２,３３９

」

を
「１,００２,３３９

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の
内
訳
の
項
中

「１０
,２５３
,６６０

」
を
「１０

,４０３
,６６０

」
に
、
「１０

,２２６
,６６０

」
を

「１０,３７６,６６０

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳
（
年
間
５
万
円
を

超
え
る
も
の
）
の
項
中
「１,７９２,６６０

」
を
「１,９４２,６６０

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和5年6月5日（月曜日）東 京 都 公 報（第17832号） ４



（第17832号）東 京 都 公 報令和5年6月5日（月曜日）５



令和5年6月5日（月曜日）東 京 都 公 報（第17832号） ６



（第17832号）東 京 都 公 報令和5年6月5日（月曜日）７



令和5年6月5日（月曜日）東 京 都 公 報（第17832号） ８



（第17832号）東 京 都 公 報令和5年6月5日（月曜日）９



令和5年6月5日（月曜日）東 京 都 公 報（第17832号） １０
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17832号）東 京 都 公 報令和5年6月5日（月曜日）１１



令和5年6月5日（月曜日）東 京 都 公 報（第17832号） １２



（第17832号）東 京 都 公 報令和5年6月5日（月曜日）１３



令和5年6月5日（月曜日）東 京 都 公 報（第17832号） １４

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17832号）東 京 都 公 報令和5年6月5日（月曜日）１５



令和5年6月5日（月曜日）東 京 都 公 報（第17832号） １６



（第17832号）東 京 都 公 報令和5年6月5日（月曜日）１７
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和5年6月5日（月曜日）東 京 都 公 報（第17832号） １８



（第17832号）東 京 都 公 報令和5年6月5日（月曜日）１９

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和5年6月5日（月曜日）東 京 都 公 報（第17832号） ２０

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消

し
及
び
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第17832号）東 京 都 公 報令和5年6月5日（月曜日）２１



令和5年6月5日（月曜日）東 京 都 公 報（第17832号） ２２

公

告

特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
に
つ

い
て

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事

等
は
、
完
了
し
た
。

令
和
五
年
六
月
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

特
定
開
発
区
域
又
は
工
区

に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

昭
島
市
中
神
町
二
丁
目
八
百
八
十

三
番
一
の
一
部

多
摩
市
落
合
一
丁
目
二
十
六
番

地
一

恵
比
寿
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

阿
武

髙
志

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
六
月
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

小
平
市
小
川
町
一
丁
目
二
千
四
百

三
十
八
番
三

武
蔵
野
市
境
二
丁
目
二
番
二
号

株
式
会
社
飯
田
産
業

代
表
取
締
役

築
地

重
彦

東
久
留
米
市
下
里
五
丁
目
五
百
四

十
五
番
八
及
び
五
百
四
十
七
番
八

埼
玉
県
越
谷
市
南
越
谷
一
丁
目

二
十
一
番
地
二

株
式
会
社
中
央
住
宅

代
表
取
締
役

品
川

典
久

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
六
月
五
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

丸
の
内
パ
ー
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
・
三
菱

一
号
館

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
六
番
一
号
、

二
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

吉
田

淳
一



（第17832号）東 京 都 公 報令和5年6月5日（月曜日）２３
六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

中
島

篤

七

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日

八

届
出
日

令
和
五
年
五
月
十
二
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
六
月
五
日
か
ら
同
年
十
月
五

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

三
菱
ビ
ル
・
丸
の
内
二
丁
目
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
五
番
一
号
ほ

か

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

吉
田

淳
一

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

中
島

篤

七

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日

八

届
出
日

令
和
五
年
五
月
十
二
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
六
月
五
日
か
ら
同
年
十
月
五

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

丸
の
内
仲
通
り
ビ
ル
・
岸
本
ビ
ル
ヂ
ン

グ

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
二
番
一
号
、

三
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号
ほ

か

五

変
更
を
行
っ
た
設
置

者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社

六

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

吉
田

淳
一

七

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

中
島

篤

八

変
更
日

令
和
五
年
四
月
一
日

九

届
出
日

令
和
五
年
五
月
十
二
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
五
年
六
月
五
日
か
ら
同
年
六
月
五

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
六
月
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
晴
海
５－

７
街
区
選
手
村
計
画

二

店
舗
所
在
地

中
央
区
晴
海
五
丁
目
二
番
地

三

設
置
者
名

三
井
不
動
産
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

中
央
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
六
月
五
日
か
ら
同
年
七
月
五
日
ま
で
。

た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平

成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
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